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１．RFIの概要 

（１）件名 

        公衆 Wi-Fi環境更新に関する情報提供依頼 

（２）目的 

        本市内の公共施設に公衆 Wi-Fiのアクセスポイント（以下 AP）を設置しており、そのサ

ービス終了間近となっている。ローカル５Gやモバイルルータの普及が広がっている中、

「AP更新」および「今後の公衆 Wi-Fiの在り方」についても広く意見を収集するため、情

報提供依頼を実施するものです。 

 

２．情報提供の依頼事項 

（１）現状 

    ア．DoSPOT３箇所（デジタル推進課管理） 

イ．ワイヤレスアンドワイヤレス（以下Wi2）４箇所（他課管理） 

ウ．全ての APから SSID「Japan.-Free_Wi-Fi_KYOTO」を出しているので、市内移動しても

比較的ストレスなく接続できるような構成にしている。 

 

（２） 検討事項 

ア．公衆 Wi-Fiの必要性…利用者も減少している中で、そもそも更新が必要なのかも含め

て検討が必要。 

イ．公衆 Wi-Fi・ローカル５Ｇなどの全国的な動向について 

 

（３） 情報提供を求める内容 

ア．サービス内容 

（ア）サービス説明 

（イ）認証方法（メール認証、SNS認証、アプリでの認証、その他の認証方法など） 

（ウ）設定できる SSID の種類 

（エ）災害などの緊急時への対応  

（オ）警察などへのログ情報の提供方法 

（カ）訪日外国人が接続する際の接続方法・対応言語 

（キ）セキュリティ関係 

（ク）利用件数などのログ収集方法 

（ケ）その他（あれば情報提供ください。） 

   イ．導入実績 

   ウ．設置・利用開始までのスケジュール  
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エ．費用の概算見積 

（ア）イニシャルコスト 

・導入初期費用（１施設 1AP設置を設置する場合の費用） 

（イ）ランニングコスト 

・導入後のサービス利用料等 

オ．その他 

（ア）（２）検討事項であげている内容について 

 

３．情報等の取扱い 

     本 RFIにおいて提供を受けた情報・資料については、次のとおり取扱うものとする。 

（１）本 RFIは、プロジェクトの実現性を確認するための技術や費用等について、広く情報を得

るための手段として実施するものであり、今後の調達実施の有無、調達を実施した場合にお

ける契約に対する意図や意味を持つものではない。 

（２）本 RFIにおいて本市から資料提供を受けた場合は、RFI終了後に返却を求める場合がある。 

（３）本 RFIに対してどのような提案を受けても、それをもって将来の調達を約束するものでは

ない。 

（４）後日、本市から情報の提供を受けた事業者に対し、提出された資料の内容等について照会

または資料の追加提供を依頼する場合がある。 

（５）本 RFIの実施に要する費用は、すべて事業者の負担とする。 

（６）本 RFIにおいて提供を受けた提案、資料等は返却しない。 

（７）提供を受けた提案・資料等については、提供者に断りなく第三者に提供しないこととす

る。 

（８）提供を受けた提案、資料等については、今後調達を実施する場合に調達仕様書に反映する

場合がある。 

 

４．RFIに関する質問 

（１）質問の提出と回答 

    ア．RFIに関する質問書は全て電子メールにより提出するものとする。 

    イ．質問書の様式は、様式 1に準じて作成すること。 

    ウ．電子メールの件名に「公衆 Wi-Fi更新に係る RFIに関する質問」と記載し送信すること。 

    エ．質問書の提出期限は、令和６年９月１７日（火）正午とする。 

  オ．質問に対する回答は、令和６年９月１８日（水）に舞鶴市ホームページに掲載する。 

 

５．提案資料等提出方法 

（１）提出資料の形式 
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      電子メール 

   ※ 添付ファイルの容量制限が 5MB程度のため、ファイル交換サーバ等により提出をお願

いします。 

 

（２）提出期限 

        令和６年１０月４日（金）１７時まで 

 

６．RFIに係る日程 

  （１）質問書提出期限        令和６年 ９月１７日（火）正午 

  （２）質問の回答            令和６年 ９月１８日（水） 

  （３）提案書・資料提出期限      令和６年１０月 ４日（金）１７時 

 

７．提出・連絡先 

    住      所        〒625-8555 舞鶴市北吸 1044番地 

   担 当 部 署        舞鶴市政策推進部デジタル推進室デジタル推進課 

   担  当  者        中山 

   電 話 番 号        0773-66-1092（直通） 

     メールアドレス    digital@city.maizuru.lg.jp 

 


